
様式第６号(第６条関係) 

令和７年12月10日 

 

太宰府市長 殿 

 

               会 派 名  太宰府市民の声     

 

代表者氏名  長 谷 川 公 成     

 

経理責任者名  長 谷 川 公 成     

 

又は議員氏名              

 

政 務 活 動 費 収 支 報 告 書 

 

 太宰府市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則第６条の規定に基づき、

下記のとおり提出します。 

 

記 

 

１ 収 入  政務活動費 400,000 円 

２ 支 出  

                          (単位：円) 

項 目 金  額 備 考 

研 究 研 修 費 63,560 
全国市議会議長会研究フォーラム参加費

（札幌市）他 

調 査 旅 費 253,800 
全国市議会議長会研究フォーラム旅費・宿

泊料（札幌市）他 

資 料 作 成 費 5,248 コピー用紙、ファイル、接着剤 他 

資 料 購 入 費 0  

広 報 費 0  

広 聴 費 0  

要請・陳情活動費 0  

そ の 他 の 経 費 0  

合 計  322,608   

 

 

３ 収支差引額 77,392 円 

(注) 備考欄には、主たる支出の内訳を記載する。 



＜様式１＞　　(単位：円）

1 令和7年4月30日 市から政務活動費を受領 400,000 25,000円×8ヵ月×2名

2 　　年　　月　　日

3 　　年　　月　　日

4 　　年　　月　　日

5 　　年　　月　　日

6 　　年　　月　　日

7 　　年　　月　　日

8 　　年　　月　　日

9 　　年　　月　　日

10 　　年　　月　　日

計
400,000

備　　　　　　　考

　　　　　　　令和7年度　政務活動費　収支明細書（収入）　　　　  会派名：太宰府市民の声【4～11月分】

年　月　日 内　　　　容 金　　　　額



　　　　　　＜様式２＞　　　　　　　　(単位：円）

領収書の番号
使途項目
番　　　号

支出金額 （ない場合の理由）

1
令和7年8月27日～

28日
全国市議会議長会研究フォーラム
参加費

18,880 1 18,880
参加費9,000円×2名
振込手数料880円 ①、②

2
令和7年8月27日～

28日
全国市議会議長会研究フォーラム
宿泊料

23,400 2 23,400
宿泊料　11,700円×2名
参加費と共に振り込み ①、③

3
令和7年8月27日～

28日
全国市議会議長会研究フォーラム
交通費

75,250 2 75,250
航空券代34,745円×2名、
鉄路2,880円×2名 ④

4
令和7年10月8日～

10日
第87回都市問題会議参加費 26,880 1 22,880

参加費11,000円×2名
振込手数料880円 ⑤、⑥

5
令和7年10月8日～

10日
第87回都市問題会議行政視察代金 25,800 1 21,800

視察代金　10,900円×2名
参加費と共に振り込み ⑤、⑥

6
令和7年10月8日～

10日
第87回都市問題会議宿泊料 49,600 2 47,200

宿泊料　23,600円×2名
参加費と共に振り込み ⑤、⑦

7
令和7年10月8日～

10日
第87回都市問題会議交通費 107,950 2 107,950

航空券代42,895円×2名、
鉄路（ＪＲ）10,040円×2名
鉄路（私鉄）1,040×2名

⑧

8 令和7年6月5日 事務用品 1,248 3 1,248 コピー用紙、ファイル、接着剤 ⑨

9 令和7年10月18日 事務用品 4,000 3 4,000 クリアファイル、ペン ⑩

10

333,008 322,608計

※使途項目番号　１研究研修費　　２調査旅費　　３資料作成費　　４資料購入費　　５広報費　　６広聴費　　７要請・陳情活動費 　　８その他の経費　

            令和7年度 政務活動費　収支明細書（支出）　　　　　 　　会派名：太宰府市民の声【4～11月分】

説　　　　明内　　　　　　　容 金　　　額
左のうち政務調査費対象額

年月日



8月27日、28日研究フォーラム
｛参加費（9,000円）＋宿泊費（11,700円）｝×2人分
＋振込手数料（880円）

No.1



No.2-1



No.2-2



No.3

宿泊料領収書





No.4-1

航空券　福岡空港⇔新千歳空港



No.4-2



No.5

10月8日～10日 全国都市問題会議
参加費（13,000円※1）＋行政視察代金（12,900円※1）＋宿泊費（24,800円※2）×2人分
＋振込手数料（880円）＝102,280円

※2
太宰府市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第３条第２項の
規定により、宿泊代金24,800円×2人分のうち1,200円×2人分は
長谷川議員、橋本議員が支出。
→宿泊費のうち23,600円×2人分を政務活動費より支出

※1
10月9日研修時、10日行政視察時の昼食代相当額2,000円×2日分×2人分は
長谷川議員、橋本議員が支出。
→参加費と行政視察代金のうち、21,900円×2人分を政務活動費より支出



No.6

※10月9日、10日の昼食代相当額2,000円×2日分は長谷川議員が支出。
→21,900円を政務活動費より支出





※10月9日、10日の昼食代相当額2,000円×2日分は橋本議員が支出。
→21,900円を政務活動費より支出





No.7

※太宰府市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第３条第２項の
規定により、宿泊代金24,800円のうち1,200円は長谷川議員が支出。
→23,600円を政務活動費より支出



※太宰府市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第３条第２項の
規定により、宿泊代金24,800円のうち1,200円は橋本議員が支出。
→23,600円を政務活動費より支出



航空券　福岡空港⇔羽田空港

ＪＲ券　浜松町⇔宇都宮

No.8-1



航空券　福岡空港⇔羽田空港

ＪＲ券　浜松町⇔宇都宮



No.8-2



No.9

No.10


